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平成 21 年 12 月 24 日 

商 工 中 金 

 

 

「京都議定書目標達成特別支援無利子融資利子補給金制度」の取扱い開始について 

 

 

  商工中金は、平成 21 年 12 月 24 日より、環境省「京都議定書目標達成特別支援無利子融資

利子補給金制度」の取扱いを開始しました。 

  本制度は、地球温暖化対策のための設備投資を促進し、二酸化炭素の排出削減を推進するた

めに創設されたもので、事業者の方が地球温暖化対策に係る設備資金の借り入れを行う場合、

その利息について 3％を上限に（無利子相当を上限）3 年間にわたり利子補給が行われるもの

です。商工中金は財団法人日本環境協会から本制度の取扱融資機関としてこの度採択を受けた

ものです。 

 

商工中金では、従来から環境配慮に取り組む事業者の方を支援するため、積極的に環境に係

る情報提供を行うとともに、商工中金独自の融資制度である「環境配慮型経営支援貸付」等を

通じて金融支援を行ってきました。この度、本制度の取扱いを開始するにあたり、事業者の方

の環境配慮への取組みを審査・評価し、その評価結果によって金利を段階的に優遇する環境格

付制度も合わせて開始しました。 

 

商工中金は、「持続可能な社会」の実現に向けて、金融商品・サービスの提供を通じて、環

境保全・保護に取り組む企業の方の事業活動等を積極的に支援し、社会全体の環境に関するリ

スクの低減に取り組んでいきます。 
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（本制度の概要） 

 

環境省 （財）日本環境協会

基金造成

商工中金

利子補給

補給率最大3％×3年間

事業者の方

設備資金貸付

（利子補給後

利率（当初3年間））

下記ＣＯ２削減について誓約（注3）

3年以内に6％削減or5年以内に10％削減

環境格付け（注1）

モニタリング（注2）

 

 

（貸付制度概要） 

項 目 １０年固定貸出 変動貸出（当初１０年固定型） 

融資限度額 １００億円／件 

資金使途 地球温暖化対策に係る設備資金 

貸付形式 証 書 貸 付 

償還方法 3 月 10 日、9 月 10 日（年２回） 

利払方法 ６ヶ月毎後払い 

貸付期間 10 年以内（据置３年以内） 20 年以内（据置３年以内） 

貸付利率 

長期プライムレート以上 

－格付けに応じた金利優遇 

（１０年固定利率） 

 

 

 

当初１０年： 

長期プライムレート以上＋０．５％－格付

けに応じた金利優遇（１０年固定利率） 

１１年目以降：５年毎に見直し 

長期プライムレート以上－格付けに応じた

金利優遇（５年固定利率） 

利子補給 （財）日本環境協会から３年間以内３％を上限に利子補給金が支給されます。 

金利優遇 

事業者の方の環境配慮の取組を審査・評価し、ランク・評点を算出し下記金利優遇

を行ないます。 

 

 

 

 

 

格付 点数 金利優遇幅
Ｓ ６０～１００点 0.20%
Ａ ２０点～５９点 0.10%
Ｂ ２０点未満 なし

(注 1)ＣＯ２排出削減、環境マネジメント

等５項目について審査・評価を行いそ

の評価結果により金利を優遇します。 

  

(注 2)ＣＯ２削減状況について、毎年モ

ニタリングを行います。 

 

(注 3)ＣＯ２削減ができなかった場合、

利子補給金相当額を協会宛て返還す

る必要があります。 

 


